様式第8号（第11条関係）

命令書

浪江町指令第　　　　　号　　

　　　　　　　　　　　　　様

景観法第17条第1項又は第5項の規定に基づき、　　　　年　　月　　日までに次の措置をとるよう命じます。なお、期限までにこの命令に従わないときは、景観法第100条又は第101条の規定により懲役又は罰金に処されることがあります。

年　　月　　日　　

浪江町長　　　　　　　　　　印　

	行為の場所
	

	行為の種類
	

	命令の内容
	

	備考
	



[bookmark: _GoBack]この処分に不服があるときは、この処分があった日の翌日から起算して3箇月以内に、浪江町長に審査請求をすることができます。



